
特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   Ｋ４ ― １４０ 

 

 

２ 案件名    二要素認証環境更新に係る賃貸借及び保守に関する契約 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

４ 契約期間   契約日 ～ 令和９年（２０２７年） ３月３１日 

（履行期間）  令和４年（２０２２年） ４月 １日 ～ 

   令和９年（２０２７年） ３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

   住所   大阪府大阪市中央区和泉町２－２－２  

   社名   株式会社内田洋行  

  

６ 指定理由 

（根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ８ 号該当 

  

  （指定理由） 

本案件については、制限付き一般競争入札を 2 回行いましたが、いずれも不調と

なりました。 

契約締結後に実施する設計及び構築作業には 6 か月程度を要する見込であり、そ

れらの期間を考慮すると、再々度の入札を行う時間的な余裕がありません。 

以上のことから、初回、2 回目ともに応札の意思があった上記事業者と、特名随

意契約によるリース契約を締結するものです。 

 

 

７．問合わせ先 

 課名：情報政策課           内線：２５５９ 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

1 案件番号   Ｋ４－１４８ 

 

 

2 案件名    サーバ統合化基盤（一次稼働分）及び 

大量印刷用ページプリンタ更新対応業務委託（税システム） 

 

 

3 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

4 契約期間   契約日 ～ 令和４年（２０２２年）３月３１日 

 

5 契約相手方 

 住所 大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 

 社名 株式会社 日立システムズ 関西支社 

 

 

6 指定理由 

（根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

宝塚市契約規則   第２０条第 １ 項ただし書該当 

 

（指定理由） 

市民税賦課収納システムについては、上記契約相手方と平成２９年１月１日か

ら令和５年１２月３１日までの長期継続契約を締結しています。 

市民税賦課収納システムの印刷機能は、当市マシン室に設置している大量印刷

用ページプリンタを利用していますが、令和３年度には、当該プリンタの再リース

が終了します。また、市民税賦課収納システムが搭載されているサーバ統合化基盤

についても再リースが終了します。これらの機器更新に伴って、市民税賦課収納シ

ステム側にも改修作業が発生します。 

市民税賦課収納システムは、日立システムズ製のパッケージ「ADWORLD」を利

用していますが、日立システムズが「ADWORLD」の著作権を有しているため、当

該作業は同社しか実施できません。 

以上の理由により、上記契約相手方と特名による業務委託契約の締結を行いま 

す。 

 

7 問合わせ先 

課名：情報政策課 内線：２５１４ 



特名随意契約の理由書 

 

１ 案 件 名   ペイジー口座振替受付サービスに係るモバイル端末の更新 

 

２ 案件場所   宝塚市企画経営部 市税収納課 

 

４ 契約日   令和３年（２０２１年） ９月１４日 

 

５ 契約相手方 

   住 所： 千葉県千葉市美浜区中瀬１－８ 

   社 名： セイコーソリューションズ株式会社 

 

６ 指定理由 

（根拠）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 該当 

 宝塚市契約規則第２０条第１項 ただし書 該当 

 

  （指定理由）ペイジー口座振替受付サービスに対応する端末機を取り扱う会社は従来

２社のみでしたが、うち１社がモバイル端末の新規販売を終了したため、

残る１社と契約します。 

 

７ 問合わせ先 

 課名： 市税収納課       内線：２４３２ 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   Ｋ１３－１６ 

 

 

２ 案件名    市・県民税課税証明書コンビニ等交付機能追加業務委託 

 

 

３ 案件場所  宝塚市東洋町（外）地内 

 

 

４ 契約期間   契約締結日から令和４年（２０２２年）１月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

   住所： 大阪市北区堂島浜１丁目２番１号 新ダイビル 

   社名： 株式会社 日立システムズ 関西支社 

  

６ 指定理由 

（根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項  ２  号該当 

 

 宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

（指定理由） 

本委託業務は、既存の市・県民税賦課システム「ＡＤＷＯＲＬＤ」からコンビニ交付シ

ステムへデータを連携する環境を構築する業務である。かかるパッケージの改修作業は、

著作権法の関係上、「ＡＤＷＯＲＬＤ」のベンダーである日立システムズしかできないもの

であるため上記事業者と特名随意契約を行うものである。 

 

 

 

 

７ 問合わせ先 

 課名：市民税課      内線：２４４３  

 



特名随意契約の理由書 

 

 

 

１ 案件番号   Ｒ３宝窓委－１４ 

 

 

２ 案件名    キャッシュレスレジ等保守管理業務委託契約 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町 外 地内 

 

 

４ 契約期間   契約の日から令和８年（２０２６年）１０月３１日まで 

 

 

５ 契約相手方  住所： 大阪府大阪市北区松ヶ枝町５－１５ 

社名：株式会社テラオカ関西 

 

 

６ 指定理由 

 （根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 

 

 （指定理由） 

 本機器の調達、研修及び保守にあたっては、価格のみではなく事業者に係る

業務実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判

断して最適な事業者と契約を締結する必要があったことから、プロポーザル方

式により企画提案を公募し、上記事業者を優先交渉権者として選定したため。 

 

 

７．問合わせ先 

 課名：窓口サービス課  内線：２６８２ 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

 

１ 案件番号   Ｒ３宝窓委－１５ 

 

 

２ 案件名    キャッシュレスレジ等研修業務委託契約 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町 外 地内 

 

 

４ 契約期間   契約の日から令和８年（２０２６年）１１月１２日まで 

 

 

５ 契約相手方  住所： 大阪府大阪市北区松ヶ枝町５－１５ 

社名：株式会社テラオカ関西 

 

 

６ 指定理由 

 （根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 

 

 （指定理由） 

 本機器の調達、研修及び保守にあたっては、価格のみではなく事業者に係る

業務実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判

断して最適な事業者と契約を締結する必要があったことから、プロポーザル方

式により企画提案を公募し、上記事業者を優先交渉権者として選定したため。 

 

 

７．問合わせ先 

 課名：窓口サービス課  内線：２６８２ 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号  

 

 

２ 案件名    宝塚市国民健康保険診療所 

ベッドサイドモニタ（歯科）・心電計・ホルター心電計（医科） 

 

 

３ 案件場所   宝塚市大原野字南穴虫１－８５ 宝塚市国民健康保険診療所 

 

 

４ 納入期限   令和３年（２０２１年）９月３０日 

  

 

５ 契約相手方  

   住所：大阪市淀川区宮原３－５－３６ 新大阪トラストタワー６Ｆ 

   社名：日本光電工業株式会社 関西支社 

  

６ 指定理由 

（根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

 

 宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

  （指定理由） 

 国民健康保険診療所では、通常の診療に加えコロナウイルスワクチン接種を 

行っていることや、高齢者の多い地域であることから、患者の容態急変に備え 

る必要がある。 

ベッドサイドモニタ・心電計・ホルター心電計は患者のバイタルサインを継 

続的に測定・監視することができるため、ミスの許されない患者の容態急変へ 

の対応にあたって不可欠な製品である。 

現在国民健康保険診療所に設置しているベッドサイドモニタと心電計は故障 

中であり、安全な医療の提供を行う上で早急に製品を入れ替える必要があるが、 

上記の製品はコロナ禍の需要の高まりにより現在品薄で納期までに納入できる 

業者は同社しかないことから、特名随意契約を締結するものである。 

 

 

 

 

 

 

７．問合わせ先 

 課名：国民健康保険課       内線：２６６４  

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   宝防委－３ 

 

 

２ 案件名    宝塚市ＭＣＡ防災行政無線システム保守点検業務 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町１－１ 地内 

 

 

４ 契約期間   契約の日から 

令和４年（２０２２年）３月３１日まで 

 

 

５ 契約相手方  

住所： 大阪市北区堂島浜２－２－８ 

    社名： 西菱電機株式会社大阪支社 

  

 

６ 指定理由 

（根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

 

 宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

  （指定理由） 

 本業務は、災害時に避難情報等を放送するため確実な作動が求められる宝塚

市ＭＣＡ防災行政無線に関わる保守点検業務である。ＭＣＡ防災行政無線は、

通信情報、監視、遠隔制御コマンド、制御手順等について、メーカーがそれぞ

れに開発しているため、異なる他社が対応（保守管理）することが出来ない。 

以上の理由から、本市が導入しているシステムを構築した上記業者を指定し

て契約する。 

 

 

７ 問合わせ先 

 課名：総合防災課          内線：２２７１ 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   Ｐ３－２８ 

 

 

２ 案件名    宝塚市内公園灯等ＬＥＤ化業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市 市内一円 地内 

 

 

４ 契約期間   契約日 ～ 

 令和４年（２０２２年）３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

   住所：兵庫県神戸市東灘区青木 5-5-27 

   社名：藤井電機株式会社 神戸支社 

  

６ 指定理由 

（根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

 

 宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

  （指定理由） 

 本案件について、6 月 24 日から 7 月 29 日まで、公募型プロポーザル形式を

実施し、「令和 3 年度宝塚市内公園灯等ＬＥＤ化業務プロポーザル審査会」にお

いて、厳正なる審査を実施しました。 

その結果、藤井電機株式会社神戸支社が優先交渉権者として選定されたため、

特名随意契約を行います。 

  

 

 

 

 

７．問合わせ先 

 課名：公園河川課    内線：２２８２ 

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号  宝介保第９６５号  

 

 

２ 案件名   サーバ統合化基盤（一次分）機器更新対応業務委託 

 

 

３ 案件場所  宝塚市東洋町地内 

 

 

４ 契約期間  契約の日から令和４年（２０２２年)３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

   住所： 神戸市中央区磯上通７－１－５ 三宮プラザ EAST  

   社名： 富士通 Japan 株式会社 兵庫支社  

  

６ 指定理由 

（根拠） 

 地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 ２ 号該当 

 

 宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

 

（指定理由） 

現在稼働している介護保険システムの開発、導入及び法改正やサーバ機器更新等の対応

業務については、上記業者が行っており、同システムや現在稼働している機器を熟知して

いることから、効率的かつ適正にサーバ機器更新への対応を行うことができる。また、同

業者以外のものが対応を行った場合、責任体制が不明確になり、著しく支障を生じるおそ

れがあるため。 

 

７ 問合わせ先 

 担当：介護保険課   内線：２６１３  

 



特名随意契約の理由書

１　案件番号 －

２　案件名 焼却炉用部品 

３　案件場所 宝塚市小浜１丁目地内

４　契約期間 契約日　～ 令和3年 (2021年)10月15日

５　契約相手方 三菱重工環境・化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　株式会社

 

６　指定理由

（根拠）

 地方自治法施行令 　第１６７条の２第１項　　２　号該当

 宝塚市契約規則　　　第２０条１項ただし書該当

（指定理由）

７．問合わせ先

 課名：　管理課 87-4844

本案件おいて調達する物品は、特殊な設備の部品であり、他の者は製作していないため。


